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　第２章　日本の開発協力の具体的取組　　第２節　地域別の取組

５．サブサハラ・アフリカ地域

豊富な天然資源と12億の人口を擁するアフリカ
は、世界で最後の巨大市場として国際社会の期待と注
目を集めています。しかし、特に、サハラ砂漠より南
に位置するサブサハラと呼ばれる地域は、依然、根強
い貧困や経済格差、インフラ整備の遅れや低い農業生
産性、産業人材の不足の問題を抱えています。さらに
近年、天然資源等の一次産品の市況低迷、エボラ出血
熱の流行や国際テロの頻発など新たな問題にも直面し

ています。これに対し、2015年1月のアフリカ連合
（AU）〈注17〉首脳会合において、アフリカの社会・
経済構造改革（トランスフォーメーション）を目指し
た「アジェンダ2063」が採択されました。また、国
連でも同年９月に「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」という新たな開発目標が採択されるなど、
アフリカ自身さらには国際社会による新たな取組も開
始されています。

＜ 日本の取組 ＞
こうした中で2016年８月27日および28日、日本

は、国連、国連開発計画（UNDP）、世界銀行および
アフリカ連合委員会（AUC）と共に、第６回アフリ
カ開発会議（T

テ ィ カ ッ ド
ICAD Ⅵ）をケニアのナイロビで開催

しました。アフリカ53か国、開発パートナー諸国お
よびアジア諸国、国際機関および地域機関の代表、な
らびに民間セクターやNGO等市民社会の代表など、
約11,000名以上（会場内のサイドイベント含む）が
参加しました。また、安倍総理大臣の同行ミッション
として、企業および大学等77団体の代表が参加し、
各セッションにおいて日本の民間セクターの取組を紹
介しました。

TICAD Ⅵでは、2013年に開催されたTICAD Ⅴ以
降のアフリカの開発をめぐる環境変化（特に国際資源
価格の下落、エボラ出血熱の流行、テロ・暴力的過激
主義の台頭）を踏まえ、①経済多角化・産業化を通じ
た経済構造改革の促進、②質の高い生活のための強靱
な保健システム促進、③繁栄の共有のための社会安定
化について集中的な議論が行われ、その成果として、

今後のアフリカ開発の方向性を示す「ナイロビ宣言」
がまとめられました。

このTICAD Ⅵの意義は、今回初めてすべてのセッ
ションに民間企業が参加し、またアフリカが高い経済
成長を持続させるためには、民間企業の役割が不可欠
であり、日本企業を含む企業の進出を積極的に後押し
していくことで一致したことにあります。

日本政府は、TICAD Ⅵの取組として、2016年か
ら2018年の３年間で、日本の強みである質の高さ（ク
オリティ）を活かした約1,000万人の人材育成（エン
パワーメント）をはじめ、官民総額300億ドル規模の
質の高いインフラ整備や強靱な保健システム促進、平
和と安定の基盤づくりなどのアフリカの未来への投資
を行う旨を発表しました。また、この取組は、G7伊
勢志摩サミットの成果を実践する第一歩であり、日本
の優れた科学技術・イノベーション力を活かしつつ、
G7議長国として着実にその成果を実現する旨を表明
しました。

注17：アフリカ連合　AU：African Union

2016年１月、第28回AU閣僚執行理事会出席のためエチオピアを訪問した
木原前外務副大臣は、アミナ・ケニア外務・国際貿易長官（2016年５月の
組織改編で、現在、外務長官）と会談した

マラウイ南部のマンゴチ県に無償資金協力で整備されたマンゴチ橋。モザン
ビークを経由するナカラ回廊の物流の活性化に役立つ。（写真：今村健志朗
／ JICA）
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「TICAD VI　日本の取組」の着実な実施
■2016年～ 2018年の３年間で、日本の強みである質
の高さを活かした約1,000万人への人材育成をはじ
め、官民総額300億ドル規模の質の高いインフラ整備
や保健システム構築、平和と安定の基礎作り等のアフ
リカの未来への投資を行う。

■日本の優れた科学技術・イノベーションの力を活かし
つつ、G7議長国として着実にその成果を実現する。

①経済の多角化・産業化（質の高いインフラ投資、ABE
イニシアティブ2.0、カイゼン・イニシアティブ）

②強靱な保健システム促進（公衆衛生危機への対応能力
及び予防・備えの強化、アフリカにおけるユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジ（UHC）推進）

③繁栄の共有に向けた社会安定化（平和と安定、食料安
全保障、気候変動対策）

ナイジェリア

　ザンビアでは、全人口の約7割が農業に従事してお
り、そのうちの大半は所有する土地が1ヘクタール未満
の小規模農家です。小規模農家の多くは、灌

かん

漑
がい

施設への
アクセスがなく、雨水に頼る天水依存型農業に従事して
いるため、干ばつ・洪水などに対し極めて脆

ぜい

弱
じゃく

で、ザン
ビアは食料不足に繰り返し直面してきました。ザンビア
政府は、2006年に策定した国家灌漑開発政策で、小規
模農家向けの灌漑面積増加の方針を打ち出しましたが、
資金面での制約などで十分には進んでいません。
　このような状況の中、日本政府はザンビア政府の要請
を受け、比較的降水量が多く、川の高低差があり、水を
高いところから低いところに流して水の分配を行う重力
式灌漑施設を導入できる可能性が高い北部州、ルアプラ
州、ムチンガ州を対象に、「小規模農民のための灌漑開
発プロジェクト」を開始し、農民参加型の小規模灌漑施
設を利用した灌漑農業の導入を支援しています。
　このプロジェクトで研修を受けたザンビア農業省の
地方の灌漑技術者や農業普及員が主体となって、農民
を組織化し、農民達と一緒になって、現地で入手可能
な、木・竹・粘土・石などの自然材料を用いた堰

せき

（簡易
堰）を建設しました。さらに、この簡易堰の導入により

灌漑施設の共同管理に実
績を残した地域には、粗
石モルタル積みやコンク
リートでアップグレード
する堰（恒久堰）のパイ
ロット事業を実施し、灌
漑の導入を促進してきま
した。それぞれの灌漑面
積は約１ヘクタールと小
さなものですが、本プ
ロジェクトによって、779の簡易堰と14の恒久堰が建設
され、新たに開発された小規模灌漑面積は961ヘクター
ル、その受益農家の数は13,745に上っています。一つひ
とつの規模は小さいながらも、簡易な技術を用いてお
り、その導入研修も段階的に実施していることから、着
実に灌漑面積は増えてきています。
　また、小規模灌漑の導入により、乾季に栽培ができる
ようになり、収入が増え、太陽光パネルの設置、子ども
の学費補充、自宅の屋根をトタンにするなど、小規模農
民の生活が改善するという具体的な成果も出ています。

（2016年８月時点）

ザンビア 小規模農民のための灌漑開発プロジェクト
技術協力プロジェクト（2013年３月１日～実施中）

簡易堰により灌漑農業がうまくいっ
ている地区において、取水堰を練り
石積みタイプのものにアップグレー
ド（写真：JICA）
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図表 Ⅱ-12 　サブサハラ・アフリカ地域における日本の援助実績

2015 年	 （単位：百万ドル）

順位 国または
地域名

贈　　与

計

政府貸付等
合計

（支出純額）
合計

（支出総額）
無償資金協力

技術協力 貸付実行額
（A）

回収額
（B）

（A）－（B）
うち国際機関
を通じた贈与

1 ケニア 41.08 9.70 40.77 81.86 141.69 60.83 80.86 162.72 223.55

2 アンゴラ 0.31 － 1.63 1.94 195.37 － 195.37 197.30 197.30

3 タンザニア 16.81 － 25.57 42.38 52.46 － 52.46 94.84 94.84

4 南スーダン 81.17 35.69 10.06 91.23 － － － 91.23 91.23

5 ナイジェリア 10.24 5.80 6.77 17.02 68.31 － 68.31 85.32 85.32

6 ウガンダ 21.97 4.00 15.08 37.06 33.42 － 33.42 70.48 70.48

7 モザンビーク 34.98 － 22.24 57.21 5.44 － 5.44 62.65 62.65

8 エチオピア 29.46 11.80 24.74 54.20 － － － 54.20 54.20

9 コンゴ民主共和国 36.34 21.35 7.48 43.83 － － － 43.83 43.83

10 スーダン 32.11 11.84 8.70 40.82 － － － 40.82 40.82

11 セネガル 18.53 2.15 19.09 37.62 － － － 37.62 37.62

12 カメルーン 19.35 12.45 7.93 27.28 6.10 － 6.10 33.38 33.38

13 シエラレオネ 25.51 12.03 3.66 29.18 － － － 29.18 29.18

14 ニジェール 25.22 15.40 2.47 27.69 － － － 27.69 27.69

15 マラウイ 12.17 2.50 14.46 26.63 － － － 26.63 26.63

16 ギニア 22.96 13.68 3.29 26.25 － － － 26.25 26.25

17 ソマリア 25.17 25.17 0.29 25.46 － － － 25.46 25.46

18 ガーナ 7.38 3.15 17.83 25.22 － － － 25.22 25.22

19 ザンビア 8.52 1.50 12.10 20.61 3.73 － 3.73 24.35 24.35

20 ブルキナファソ 15.05 5.00 8.51 23.56 － － － 23.56 23.56

21 コートジボワール 8.39 3.33 13.64 22.03 － － － 22.03 22.03

22 マリ 18.42 13.98 2.54 20.96 － － － 20.96 20.96

23 モーリタニア 19.19 8.60 0.74 19.92 － － － 19.92 19.92

24 カーボヴェルデ 4.05 － 0.15 4.20 13.99 － 13.99 18.19 18.19

25 中央アフリカ 18.15 18.15 0.02 18.17 － － － 18.17 18.17

26 ジブチ 13.71 6.38 4.13 17.84 － － － 17.84 17.84

27 リベリア 16.28 10.49 0.92 17.20 － － － 17.20 17.20

28 マダガスカル 12.57 － 4.60 17.17 － － － 17.17 17.17

29 ルワンダ 6.65 － 9.74 16.39 － － － 16.39 16.39

30 ベナン 8.85 0.75 4.06 12.90 － － － 12.90 12.90

31 チャド 11.28 11.28 0.25 11.53 － － － 11.53 11.53

32 南アフリカ 2.89 1.90 7.37 10.26 － 0.78 -0.78 9.48 10.26

33 ジンバブエ 2.65 1.50 4.03 6.68 － － － 6.68 6.68

34 ボツワナ 0.23 － 3.51 3.74 0.69 3.73 -3.03 0.70 4.43

35 コモロ 3.94 － 0.43 4.36 － － － 4.36 4.36

36 トーゴ 2.98 － 1.26 4.24 － － － 4.24 4.24

37 ナミビア 0.32 － 3.59 3.91 － 7.76 -7.76 -3.85 3.91

38 ギニアビサウ 3.31 1.65 0.18 3.49 － － － 3.49 3.49

39 エリトリア 2.07 － 0.67 2.74 － － － 2.74 2.74

40 ガボン 0.29 － 2.42 2.71 － 0.74 -0.74 1.97 2.71

41 ガンビア 2.33 2.15 0.31 2.64 － － － 2.64 2.64

42 ブルンジ － － 2.55 2.55 － － － 2.55 2.55

43 モーリシャス － － 1.82 1.82 0.31 2.60 -2.29 -0.47 2.12

44 レソト 1.57 1.49 0.32 1.90 － － － 1.90 1.90

45 サントメ・プリンシペ 1.46 － 0.07 1.53 － － － 1.53 1.53

46 スワジランド 0.13 － 0.80 0.94 － 1.67 -1.67 -0.73 0.94

47 コンゴ共和国 0.29 － 0.64 0.94 － － － 0.94 0.94

48 セーシェル － － 0.84 0.84 － － － 0.84 0.84

49 赤道ギニア － － 0.02 0.02 － － － 0.02 0.02
サブサハラ・アフリカ
の複数国向け 78.62 78.32 8.57 87.19 287.66 0.08 287.58 374.77 374.84

サブサハラ・アフリカ
地域合計 724.95 353.19 332.86 1,057.81 809.17 78.18 730.99 1,788.80 1,866.98

＊1 順位は支出総額の多い順。
＊2 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
＊3 [－]は、実績がまったくないことを示す。
＊4 無償資金協力には国際機関経由の援助のうち、国別に分類できる援助を含む。
＊5 複数国向け援助とは、調査団の派遣やセミナー等、複数の国にまたがる援

助を含む。

＊6 国名はDAC援助受取国。ただし、合計は卒業国向け援助を含む。
＊7 「サブサハラ・アフリカの複数国向け」の実績には、OECD-DACの基準

に基づく数値を使用しているため、一部北アフリカおよびサブサハラ・ア
フリカにまたがる複数国向けの実績が含まれている。

＊8 マイナスは貸付などの回収額が供与額を上回ったことを示す。



　政策研究大学院大学（GRIPS）※１の研究プロジェクト
の一つである「GRIPS開発フォーラム※２」は、JICAと共
に、2009年６月から2016年7月まで、エチオピア政府と
二国間の「産業政策対話」を行ってきました。これは、
「東アジアの開発経験から学びたい」というメレス・ゼ
ナウィ前首相の要請を受けて始まったものです。
　そのきっかけは、2008年７月に「GRIPS開発フォーラ
ム」の大野健一教授と大野泉教授が、エチオピアでJICA
と政策対話イニシアチブ（IPD）※３が共催したアフリカ・
タスクフォース会議に出席したことでした。
　「２日目の会議の朝、メレス首相は誰よりも早く会場
入りしてスティグリッツ教授の到着を待っておられたの
で、その間にこちらから近づき、ある本をお渡ししたの
です。その本は東アジアに対する日本の開発援助の経験
を私たちがまとめたもので、第７章にはチュニジアにお
けるJICAのカイゼンプロジェクト※４について書かれて
いました」と、大野泉教授が話します。その翌週、メレ
ス首相は在エチオピア日本大使を首相官邸に呼び、日本
の開発政策を学ぶためにGRIPSとの政策対話と、エチオ
ピアの製造業の振興を図るためにJICAによるカイゼンを
２つの柱とした協力を強く要請したのです。
　こうして始まったGRIPSとエチオピアとの産業政策対
話は、日本によるアフリカにおける最初の開発政策支援
で、第１フェーズ（2009年６月～ 2011年５月）と第２
フェーズ（2012年１月～ 2016年７月）を通じて、①首
相との直接対話や書簡の交換、②関係省庁の大臣や国務
大臣とのハイレベルフォーラム、③政策担当者との意見
交換や共同作業、という三層レベルで行われました。
　具体的には、エチオピアの状況や政策に合わせて設定
したテーマについて、ハイレベルフォーラムで日本側と
エチオピア側がそれぞれの報告をもとに議論を行い、そ
の結果や論点を首相に報告して意見交換するという形で

進められていま
す。また、この
政策対話はカイ
ゼンを含むJICA
の産業支援と組
み合わせて実施
されているのも
大きな特徴で
す。
　こうした産業

政策対話を通じて大野健一・大野泉両教授が感じたの
は、国づくりにかけるメレス首相の熱い思いでした。大
野健一教授は「産業政策対話を始めて間もないころ、メ
レス首相直筆の16ページにもわたる書簡が届きました。
そこには首相の国家論、エチオピアの国づくり哲学、さ
らに、私たちとの政策対話に対する強い期待が書かれて
いました。一国のリーダーの情熱を直接知り、心を打た
れました」と話します。
　メレス前首相は2012年に逝去されましたが、その遺
志を継いだハイレマリアム・デサレン現首相からも強い
要請を受け、産業政策対話は継続されました。現在の国
家開発計画（GTP2※５）には、軽工業を軸とした製造業
立国ビジョンが掲げられ、その達成に向け「カイゼン」
を国民運動として展開していくことなど、産業政策対話
で日本側が提言した内容を踏まえた政策が盛り込まれて
います。
　「日本のエチオピアに対する民間投資の『量』は、欧
米諸国や中国、トルコ、インドなどと比べて少ないもの
の、産業政策対話を通じて産業開発や工業化に向けた知
的支援をすることで、『質』の面で重要な存在感を発揮
していると思います」と大野健一教授。
　いろいろな開発途上国で開発政策を研究してきた大野
健一・大野泉両教授ですが、エチオピアにはたいへん強
い「やる気」があると口を揃えます。大野健一教授は、
「たとえるなら、それは明治維新のようなもの。維新の
志士ともいうべきエチオピアの首相や官僚たちと国づく
りの方向を一緒に考えることに、私たちもやりがいを感
じています。国づくりは何十年もかかるものですから、
私たちも引き続き、ライフワークとして取り組んでいき
たいと思います」と語ります。エチオピアにおける質の
高い成長に向けた日本・エチオピア間の知的対話は、
今後も力強く続いていくことが期待されます。

※１　The National Graduate Institute for Policy Studies.
※２　2002年に発足した、日本の政府開発援助（ODA）や経済協力分野

の政策研究・発信活動を行う研究プロジェクト。
※３　IPD：Initiative for Policy Dialogue　ノーベル経済学賞を受賞した

コロンビア大学教授のジョセフ・E.スティグリッツが主宰するシン
クタンク。

※４　主に製造業の生産現場で行われている品質や生産性向上を目的に
行う活動。「整理、整頓、清掃、清潔、躾」の頭文字をとった
「5S」や品質管理サークルなどがあり、現場の従業員が様々なア
イデアを出し合ったり、より効率的な方法を提案したりするボト
ムアップの取組。

※５　Second Growth and Transformation Plan.

政策対話で支える
エチオピアの国づくり
～「カイゼン」を国民運動として展開し製造業立国へ～ エチオピアの革靴製造工場を見学する産業政策

対話のメンバーたち（写真：大野健一）

メレス・ゼナウィ前首相を囲んで。両隣が大野健
一教授と大野泉教授。（写真：大野健一）
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　アフリカの南部に位置するマラウイは、低迷する就学
率を向上させるため、1994年に初等教育（8年制）を無
償化しました。その結果、初等教育就学者数が急増し、
中等教育就学者数も５万人（1994年）から26万人（2010
年）に急増しました。しかし、生徒数の増加に対して教
員養成が追いついておらず、中等教員１万1,300人のう
ち正規の資格を持つ教員数は、4,911人（約44%）にと
どまります。したがって、中等教育セクタ－において、
適切な教育を提供できる体制を整備するためには、「低
資格教員」の能力向上、有資格教員の新規養成が求めら
れます（「低資格教員」とは、無資格の教員や教員免許
を持っているが専門以外の教科を教えている教員や、本
来は小学校教員にもかかわらず中学校で教えている教員
など教育のレベルがミスマッチしている教員を指しま
す）。
　マラウイの国家教育セクター開発計画では、中等教育
の質的・量的拡充を目標とし、特に中等教育分野におい
ては有資格教員の増加、教員の授業時数の適正化、低資
格教員の資格付与のための遠隔教育コース拡充、現職教
員研修を通じた教員の資質向上などを優先的課題として
掲げてきました。このような課題に取り組むため、日本
はマラウイの教育省の要請を受け、2004年から2007年
に「中等理数科現職教員再訓練プロジェクト（SMASSE）〈注
1〉」、2008年から2012年に「中等理数科現職教員再訓練
プロジェクトフェーズ2（SMASSEフェーズ２）」を実施
し、理数科教授法を改善するための現職教員研修を全国
で継続的に実施できる体制づくりを支援してきました。
　SMASSEフェーズ２終了時の調査では、現職教員研修
を継続的に実施できる人的・組織的・財政的基盤などの
「体制整備」という成果が確認されました。具体的に
は、合計４回の中央研修と計３回の地方研修を実施し、
2,500名の理数科教員の育成という目標値に対して、中
等教員の３割程度に該当する約3,000名が育成されまし

た。一方、SMASSEフェーズ２においては主に有資格者
の現職教員の研修から実施したため、小学校教員の資格
しか持っていない者等への研修は別途実施していかなけ
ればなりません。また、研修内容についてもさらなる質
の向上が求められています。
　このような状況を受け、マラウイ政府は、日本政府に
対し、SMASSEフェーズ２の成果をさらに普及・継続す
るための「中等理数科教育強化プロジェクト」を要請し
ました。このプロジェクトは、さらなる理数科教員の能
力強化を図るため、3,400人を対象とした現職教員研修
の継続的実施、さらに教員養成課程における470名を対
象としたSMASSE研修を導入するための新規教員養成課
程（教育実習前）での実践的な教授法に関する研修実施
等を含むものです。こうした日本の取組により、現職教
員研修の運営体制が強化され理数科教員の教授能力が向
上することによって、マラウイの中等学校における理数
科の授業の質の向上が期待されています。

（2016年８月時点）

注１ Strengthening of Mathematics and Science in Secondary 
Education

マラウイ 中等理数科教育強化プロジェクト
技術協力プロジェクト（2013年８月～実施中）

生物の授業で実験に取り組む生徒（写真：久野真一／ JICA）


